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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投入又は放出される紙葉を搬送する紙葉搬送部と、該紙葉搬送部の下方に近接して対向
配置され前記紙葉搬送部との間で受け渡された紙葉を収納する複数の紙葉収納体と、を備
えた紙葉取扱装置において、
　前記複数の紙葉収納体を収容する紙葉収納体収容部と、
　前記紙葉収納体収容部を前記紙葉搬送部に対して所定量下方に退避移動させる退避機構
と、
　該退避移動した前記紙葉収納体収容部をその上方移動を許容したまま水平方向に摺動可
能に支持するフローティング機構と、を備える
　ことを特徴とする紙葉取扱装置。
【請求項２】
　前記フローティング機構は、
　装置本体に固定され前記水平方向に延設されたガイド部材と、該ガイド部材に摺動自在
に嵌合され前記紙葉収納体収容部を緩和機構を介して浮揚自在に支持するスライド部材と
、を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の紙葉取扱装置。
【請求項３】
　前記緩和機構は、
　前記スライド部材と前記紙葉収納体収容部の一方に形成された案内溝と、該案内溝に摺
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動自在に嵌合され前記スライド部材と前記紙葉収納体収容部の他方に形成されたガイドピ
ンと、を有する
　ことを特徴とする請求項２に記載の紙葉取扱装置。
【請求項４】
　前記紙葉搬送部と前記紙葉収納体収容部との間に出没自在に配設され、前記紙葉搬送部
と前記紙葉収納体収容部との位置関係をロック又は解除するロック手段を備えている
　ことを特徴とする請求項１に記載の紙葉取扱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顧客等の操作者により操作され、操作に応じて紙葉（紙幣等）の払出し又は
取込みを行う紙葉取扱装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、銀行等の金融機関の店舗内に設置され、顧客等の操作者の操作に基づいて、入金
又は出金等の紙幣の受取り又は払出しの取引きを行う現金自動取引装置等の紙葉取扱装置
が普及している。
【０００３】
　この紙葉取扱装置により、紙幣を受取り、払出しを行うことにより、入金取引、出金取
引、振込み振替え取引等の金融機関における取引きを行わせることができる。
　出金取引の場合には、操作者の指示により、装置内に収納されている紙幣をローラ、ベ
ルト等の搬送機構を用いて入出金口に搬送し、顧客に紙幣を払い出す。
【０００４】
　入金取引の場合には、操作者が指示し、入出金口に投入した紙幣を装置内に取込み、収
納するようにしている。
　通常、これらの紙葉取扱装置は、紙幣の投入、払出しを行う入出金口、紙幣の真偽、金
種を鑑別する鑑別部、紙幣の表裏を整えるための表裏整列部、紙幣を収納する収納筐体（
紙幣カセット）、紙幣を一時的に保管する一時保管部、収納筐体から繰り出された紙幣の
うち鑑別部で正券として認められなかった紙幣を回収する排除不良券回収部、を備えてい
る。
【０００５】
　上述した各部の構成のうち、収納筐体は複数備えられる場合が多いが、鑑別部、一時保
管部、表裏整列部、排除不良券回収部等は１個のみ備えられている場合が多かった。とこ
ろが、装置本体の稼働率の向上と保守作業の能率向上の観点から、装置本体内に交換可能
な形態の複数の収納筐体を収容するようにしたものが実用化されてきた。
【０００６】
　ここで、例えば図１に示すように、紙葉取扱装置１００における紙幣搬送部１０１と紙
幣収納体収容部１０２との間の紙幣の受渡しについて考えてみる。このとき、複数の紙幣
カセット１０３Ａ，１０３Ｂ、・・・のうち、１つの紙幣カセット１０３Ａにおいて、紙
幣１０７のジャム（ｊａｍ）が発生したとする。
【０００７】
　この場合、ジャム処理のために複数の紙幣カセット１０３Ａ，１０３Ｂ、・・・を矢印
Ａ方向（水平方向）に引き出そうとすると、紙幣１０７が、ローラ１０５Ａとローラ１０
５Ｂの間、ローラ１０６Ａとローラ１０６Ｂの間、さらに紙幣搬送部１０１と紙幣収納体
収容部１０２の対向面間に挟まってしまう。
【０００８】
　このため、複数の紙幣カセット１０３Ａ，１０３Ｂ、・・・を矢印Ａ方向（水平方向）
に引き出すことができず、ジャム処理が困難となる。
　これに対し、例えば、図２に示すように、ローラ対１０５Ａ、１０５Ｂの間隔を開ける
ことで、ローラ１０５Ａとローラ１０５Ｂとの間に紙幣が保持されなくする方法が考えら
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れる。しかし、これでは逆に紙幣が受取り側のローラに届かずにジャムを誘発してしまう
。
【０００９】
　また、図３に示すように、ローラ対１０５Ａ、１０５Ｂのうち、一方のローラ１０５Ａ
を上方に退避させる方法が考えられる。しかし、この場合、ローラ１０５Ａを退避させる
機構が必要となる。そして、この退避機構が複雑化すると、コストアップにつながる。
【００１０】
　一方、ジャム処理を簡単に行うためには、紙幣カセット１０３Ａ，１０３Ｂ、・・・を
図１の矢印Ａ方向（水平方向）へ引き出せれば好都合であるが、このままでは、紙幣搬送
部１０１と紙幣収納体収容部１０２との間に紙幣が挟まり、紙幣カセット１０３Ａ，１０
３Ｂ、・・・を引き出すことができない。
【００１１】
　そこで、紙幣が挟まらないように紙幣カセット１０３Ａ，１０３Ｂ、・・・を引き出す
ためには、例えば、紙幣搬送部１０１に対し紙幣収納体収容部１０２を下方に移動させて
両者間に空間を形成すればよいことが考えられる。
【００１２】
　このようなカセット等の引出し構造に関し、従来、例えば特許文献１及び特許文献２に
関する技術が公知である。
　特許文献１では、用紙を収納するカセットに固定されたスライド部材を、ガイド部材に
よりカセットの引出し側が低くなるように傾斜して案内し、また、カセットを引出したと
きにスライド部材を係止するようにした技術が開示されている。
【００１３】
　特許文献２では、前面が開口した家具フレーム内に収納ボックスを格納し、この収納ボ
ックスを家具フレームの側壁の傾斜レールに沿って斜め下方に引き出し可能とした技術が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平８－２３１０６１号公報
【特許文献２】特開２０００－２８７７６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、特許文献１では、用紙カセットを斜め下方に引き出しているが、用紙カ
セットが重量物である場合は、引き出しの際に用紙カセットの飛び出しを防止しなければ
ならない。また、この飛び出し防止機構を強固なものとすると、装置が大型化してしまう
。また、スペース的に装置下方に制限がある場合は、用紙カセットを単に斜めに引出すの
みでは他の部材や地面に衝突するおそれがある。
【００１６】
　また、特許文献２においても同様である。このため、単に用紙カセットや収納ボックス
を斜めに引き出せば課題を解決することができるわけではない。
　本発明は、斯かる課題を解決するためになされたもので、紙葉のジャム処理の際等に狭
い作業スペースでも紙葉収納体収容部を装置フレームから容易に着脱できるようにした紙
葉取扱装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、投入又は放出される紙葉を搬送する紙葉搬送部と、該紙葉搬送部の下方に近
接して対向配置され前記紙葉搬送部との間で受け渡された紙葉を収納する複数の紙葉収納
体と、を備えた紙葉取扱装置において、
　前記複数の紙葉収納体を収容する紙葉収納体収容部と、
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　前記紙葉収納体収容部を前記紙葉搬送部に対して所定量下方に退避移動させる退避機構
と、
　該退避移動した前記紙葉収納体収容部をその上方移動を許容したまま水平方向に摺動可
能に支持するフローティング機構と、を備えることを特徴とする。
【００１８】
　前記フローティング機構は、装置本体に固定され前記水平方向に延設されたガイド部材
と、該ガイド部材に摺動自在に嵌合され前記紙葉収納体収容部を緩和機構を介して浮揚自
在に支持するスライド部材と、を有する。
【００１９】
　前記緩和機構は、前記スライド部材と前記紙葉収納体収容部の一方に形成された案内溝
と、該案内溝に摺動自在に嵌合され前記スライド部材と前記紙葉収納体収容部の他方に形
成されたガイドピンと、を有する。
【００２０】
　また、前記紙葉搬送部と前記紙葉収納体収容部との間に出没自在に配設され、前記紙葉
搬送部と前記紙葉収納体収容部との位置関係をロック又は解除するロック手段を備えるこ
とが可能である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、紙葉のジャム処理の際等に狭い作業スペースでも紙葉収納体収容部を
装置フレームから容易に着脱することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】紙葉取扱装置における紙幣搬送部と紙幣収納体収容部との間の紙幣の受渡し状態
の従来例を示す図である。
【図２】ローラ対の間隔をあけることで紙幣ジャムを防止する方法を示す図である。
【図３】ローラ対の一方を退避させて紙幣ジャムを防止する方法を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態における紙葉取扱装置を顧客側から見たときの外観斜視図で
ある。
【図５】紙葉取扱装置の内部の構成を示す断面図である。
【図６】紙葉取扱装置の制御部の構成を示すブロック図である。
【図７】搬送制御部のさらに具体的構成を示すブロック図である。
【図８】紙葉取扱装置を引き出し方向の前面から見た図である。
【図９】紙幣搬送部と紙葉収納体収容部との配置間隔が広がりながらジャム紙幣がローラ
対同士から抜け出る状態を示す図である。
【図１０】紙葉取扱装置の断面側面図である。
【図１１】同上のＸＩ－ＸＩ方向の断面図である。
【図１２】退避機構の他の実施の形態を示す図である。
【図１３】斜め下方に退避した紙幣収納体収容部を、さらに水平方向に引き出したときの
状態を示す図である。
【図１４】紙葉収納体収容部を引き出したときのフローティング機構の断面図である。
【図１５】紙葉収納体収容部を装着したときのフローティング機構の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面に基づき本発明の実施の形態を説明する。
　図４は、本発明の実施の形態における紙葉取扱装置１０を顧客側から見たときの外観斜
視図である。
【００２４】
　同図に示すように、紙葉取扱装置１０は、顧客が装置の前に立ったとき顧客が見下ろし
ながら簡単に操作できる一番手前の位置に、タッチパネル式の表示装置からなる顧客操作
部１２が表面画面を上向きに配置されている。
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【００２５】
　なお、「紙葉」としては、紙幣の他、手形、小切手、株券、債権等の有価証券を含むが
、本実施の形態では、紙幣を用いた場合を例として説明する。このため、説明の便宜上、
部材名において紙葉の代わりに紙幣と呼ぶことがある。
【００２６】
　また、顧客操作部１２の後方側（奥行き側）の上方左右に分かれて、右に投出部として
の紙幣投入取出部１３が配置され、左に硬貨投入取出部１４が配置されている。さらに、
その上方には、右にカード挿入取出口１５が配置され、左に通帳挿入取出口１６が配置さ
れている。
【００２７】
　図５は、紙葉取扱装置１０の内部の構成を示す断面図である。
　なお、図５に示す内部構成は、図４の顧客操作部１２の後方に配置されており、この内
部構成の後方略半分は紙葉取扱装置１０が配設されている壁の内側、つまり、銀行の場合
であれば銀行内部の作業領域（機械室）に配置されている。
【００２８】
　紙葉取扱装置１０は、装置本体の上方に位置し投入又は放出される紙幣を搬送する紙幣
搬送部２０と、紙幣搬送部２０の下方に近接して対向配置された紙幣収納体収容部３０と
、を備えている。紙幣搬送部２０は、入出金部としての紙幣投入取出部１３の他、一次保
留部２７、センサ出力検出部２８、鑑別部２９、不適格券収納部２２Ａ，２２Ｂ等の各装
置と、これらの各装置を結ぶ矢印ａ、ｂ、・・・ｙ、ｚで搬送方向が示される主搬送路２
１及び受渡し搬送路２１’が配設されている。
【００２９】
　なお、図４に示した硬貨投入取出部１４は、図５では、紙幣投入取出部１３よりも断面
の手前側にあるため見えない。また、硬貨投入取出部１４に投入され、又は払いだされた
硬貨の搬送路その他の構成は、ここでは図示及び説明を省略する。
【００３０】
　また、図５に示す主搬送路２１及び受渡し搬送路２１’上には、紙幣の通過を検知する
複数の紙幣通過検知センサ２３、紙幣投入取出部１３内の紙幣の有無を検知する複数の紙
幣有無検知センサ２４、搬送路を二方向に切り替える搬送路切替器２５、搬送路を三方向
以上に切り替える搬送路切替器２６等が配設されている。
【００３１】
　そして、この紙幣搬送部２０の下方に近接して紙幣収納体収容部３０が対向配置されて
いる。この紙幣収納体収容部３０には、複数の紙幣収納体としての紙幣カセット３２（３
２Ａ、３２Ｂ、・・・、３２Ｆ）が着脱自在に収容されている。この紙幣カセット３２は
、夫々ローラと切替器を有する簡単な構成の紙葉繰出手段としての搬送機構３１を備えて
いる。なお、搬送機構３１は、紙葉繰出手段としてのみではなく、紙葉繰入手段としても
機能する。
【００３２】
　また、紙幣カセット３２には、それぞれ不良紙葉回収手段としてのリジェクト部３３が
内蔵されている。このリジェクト部３３の上部には、受渡し搬送路２１’から搬送路切替
器２５を介して不良紙葉をリジェクト部３３に回収するローラ対からなる簡単な回収機構
３４が配置されている。
【００３３】
　図６は、紙葉取扱装置１０の制御部の構成を示すブロック図である。
　同図において、本体制御部３６は、内蔵する記憶装置としてＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌ
ｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３７、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３８を
備え、外部記憶装置としてＨＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ）３９、ＦＤ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　
Ｄｉｓｋ）４０を備えている。なお、外部記憶装置はこれらに限らず、例えばＣＤ（Ｃｏ
ｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）、ＵＳＢメモリ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）
等を用いてもよい。
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【００３４】
　ＲＯＭ３７には、装置全体を制御するプログラムが格納されている。ＲＡＭ３８には、
本体制御部３６等で演算される途中経過データが一時的に記憶される。ＨＤ３９には、長
期保管用のデータが格納され、ＦＤ４０には必要最低限のデータが格納されている。ＦＤ
４０は、必要に応じて行員により着脱自在に取り出されて使用される。
【００３５】
　上記の途中データには、紙幣搬送部２０の主搬送路２１及び受渡し搬送路２１’により
紙幣が搬送される都度その搬送経過が記録され、長期保管用データ、必要最低限データの
いずれにも紙幣カセット３２ごとの紙幣の初期収容枚数、顧客から入金時の追加収容枚数
合計、顧客への出金時の繰出し枚数の合計と不良紙葉の回収枚数の合計が記憶（格納、記
録）されている。
【００３６】
　また、本体制御部３６には、カードイメージリーダプリンタ部４１、通帳プリンタ部４
２、顧客操作制御部４３、搬送制御部４４が接続されている。カードイメージリーダプリ
ンタ部４１は、カードリーダ部４５、カードエンボス読取部４６、ジャーナルレシートの
プリンタ部４７を備えている。
【００３７】
　また、顧客操作制御部４３は、顧客操作部１２の表示画面を構成するカラーディスプレ
イ４８とタッチパネル４９を備えている。また、搬送制御部４４は、主搬送路２１及び受
渡し搬送路２１’の搬送を制御する主搬送路部５０と、紙幣収納体収容部３０の各紙幣カ
セット３２の紙幣の繰出しと繰入れを制御するカセット部５１を備えている。
【００３８】
　本体制御部３６には、外部から電源５２が接続されており、この本体制御部３６は、電
源５２から供給される電力により動作し、ＲＯＭ３７から読み出したプログラムに従い、
顧客からの指示入力に応じて、上記各部の動作を制御する処理を行う。
【００３９】
　図７は、搬送制御部４４のさらに具体的構成を示すブロック図である。
　同図において、搬送制御部４４は、マイクロコンピュータ（ＭＰＵ）５４を備え、各部
を制御するとともに、図６に示した本体制御部３６と交信しつつ、顧客との取引きを実行
する。
【００４０】
　搬送モータ部５５は、紙幣を搬送する図５の矢印ａ、ｂ、・・・、ｚで示した搬送路の
搬送ベルトを動作させる搬送モータを駆動制御するものである。
　ゲートマグネット部５６は、紙幣を搬送する搬送ベルトで構成される搬送路が二股以上
に分岐された部分で紙幣の搬送方向を切り替える複数の搬送路切替器２５、２６を駆動す
る複数のゲート用マグネットの切替駆動を制御するものである。
【００４１】
　主搬送路２１及び紙幣収納体収容部３０内には、図５に示したように、多数の分岐部が
あり、各分岐部ごとにゲート用マグネットが使用されている。
　パルスモータ部５７は、紙幣投入取出部１３、一時保留部２７、各紙幣カセット３２に
積載された紙幣を一枚ずつ繰り出すためのローラを回転させるパルスモータの回転を駆動
制御するものである。
【００４２】
　ＤＣモータ部５８は、紙幣投入取出部１３及び硬貨投入取出部１４のシャッタを開閉す
るＤＣモータの回転を駆動制御するものである。
　センサ出力検出部２８は、主搬送路２１に設けられた紙幣通過検出センサ２３や紙幣投
入取出部１３に設けられた紙幣有無検知センサ２４の出力を検知して、紙幣の通過や有無
を検出する。
【００４３】
　これらのセンサ２３，２４は、光学式センサであり、発光素子及び受光素子を備え、発
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光素子は常時または適時発光し、受光素子は発光素子が発光した光を受光する。この発光
素子と受光素子の間を紙幣が通過し又は積載されて遮る。
【００４４】
　この発光素子と受光素子間の紙幣の有無により、受光素子が受光する受光量が変化する
。この受光量を電気信号に変換し、電気信号の強弱で出力し、この電気信号により、紙幣
の有無（通過中、残存中）を検出するものである。
【００４５】
　鑑別部２９は、紙幣の真偽、破損状況、汚れ状況、折れ曲がり状況、金種、表裏等、紙
幣の状況を光学的、磁気的に鑑別するものである。光学的には、光学ラインセンサ、磁気
的には磁気ラインセンサが使用される。
【００４６】
　次に、図８～図１５に基づき、本実施の形態の特徴である紙葉収納体収容部３０の引き
出し構造について説明する。
　図８は、紙葉取扱装置１０を引き出し方向の前面から見た図、図９は、紙幣搬送部２０
と紙葉収納体収容部３０との配置間隔が広がりながらジャム紙幣がローラ対１８Ａ，１８
Ｂとローラ対１９Ａ，１９Ｂの間から抜け出る状態を示す図、図１０は、紙葉取扱装置１
０の断面側面図、図１１は、そのＸＩ－ＸＩ方向の断面図、図１２は、退避機構６０の他
の実施の形態を示す図である。
【００４７】
　また、図１３は、斜め下方に退避した紙幣収納体収容部３０を、さらに水平方向に引き
出したときの状態を示す図、図１４は、紙葉収納体収容部３０を引き出したときのフロー
ティング機構７０の断面図、図１５は、紙葉収納体収容部３０を装着したときのフローテ
ィング機構７０の断面図である。
【００４８】
　なお、本実施の形態において、紙葉収納体収容部３０は複数の紙幣カセット３２を着脱
自在に保持する筐体であり、例えばカセットホルダが該当する。
　また、図５と図１０等では、収容された紙幣カセット３２の数が異なっているが、実質
的な変更を意味するものではない。
【００４９】
　図８に示すように、紙葉取扱装置１０は、投入又は放出される紙幣を搬送する紙幣搬送
部２０と、該紙幣搬送部２０の下方に近接して対向配置され紙幣搬送部２０（受渡し搬送
路２１’）との間で受け渡された紙幣を収納する複数の紙幣カセット３２と、を備えてい
る。これら複数の紙幣カセット３２は、紙葉収納体収容部３０に着脱自在に収容されてい
る。
【００５０】
　紙幣搬送部２０は、本体フレーム７４に支持されている。また、紙葉収納体収容部３０
は、退避機構６０により下方に退避移動可能であるとともに、フローティング機構７０を
介して本体フレーム７４に支持されている。なお、これら退避機構６０とフローティング
機構７０については後述する。
【００５１】
　ここで、図９に示すように、紙葉収納体収容部３０を紙幣搬送部２０（受渡し搬送路２
１’）に対して斜め下方（Ｂ方向）に退避移動させることで、紙幣搬送部２０と紙葉収納
体収容部３０との間の間隔が広がりながら両者間に隙間Ｃが生じる。こうして、ジャム紙
幣は、ローラ対１８Ａ，１８Ｂとローラ対１９Ａ，１９Ｂの一方から抜けて、両者間に挟
まれるのが解消される。つまり、どちらか一方のローラ対にのみ挟まれた状態となる。
【００５２】
　また、図１０及び図１１に示すように、紙葉取扱装置１０は、紙葉収納体収容部３０を
紙幣搬送部２０に対して斜め下方（Ｂ方向）に所定量退避移動させる退避機構６０と、こ
の斜め下方に退避移動した紙幣収納体収容部３０を、その上方移動を許容したまま上下方
向と直交する水平方向に摺動可能に支持するフローティング機構７０と、を備えている。
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【００５３】
　退避機構６０は、紙幣収納体収容部３０の底部に取付けられた前ローラ６２及び後ロー
ラ６４と、これら前ローラ６２及び後ローラ６４に対向して床面に配置された前テーパレ
ール６３及び後テーパレール６５と、を有している。また、前テーパレール６３及び後テ
ーパレール６５は、引き出し方向（Ｄ方向）の前部が低く後部が高く傾斜した傾斜面を有
している。
【００５４】
　この前ローラ６２及び前テーパレール６３と、後ローラ６４及び後テーパレール６５と
は、紙幣収納体収容部３０の引き出し方向の前後に所定間隔でかつ引き出し方向と直交方
向の左右側に対をなして設けられている。なお、前・後ローラ６２、６４の直径は等しく
、また、前・後テーパレール６３、６５の傾斜角も等しく形成されている。ただし、この
直径や傾斜角度は任意に設定することができる。つまり、紙幣収納体収容部３０は水平状
態を保ちながら紙幣搬送部２０と乖離する方向へ平行移動する。
【００５５】
　この退避機構６０により、紙葉収納体収容部３０を紙葉搬送部２０に対して斜め下方（
図１０のＢ方向）に所定量（例えば６ｍｍ）退避移動することができる。
　なお、紙葉収納体収容部３０を斜め下方に退避移動させているのは、複数の紙幣カセッ
ト３２を収容している紙幣収納体収容部３０が重量物ゆえ、直下に落下させると衝撃を伴
うおそれがあるためである。
【００５６】
　また、本実施の形態では、紙幣収納体収容部３０を斜め下方に退避移動させる場合につ
いて説明したが、これに限らない。例えば、紙幣搬送部２０に対し紙幣収納体収容部３０
を滑車方式により直下に退避移動させてもよい。ただし、この場合においても、重量物で
ある紙葉収納体収容部３０の落下による衝撃を緩和するため、ゆっくり移動させる必要が
ある。
【００５７】
　さらに、図１１に示すように、紙葉収納体収容部３０を斜め下方に退避移動させた後、
この紙葉収納体収容部３０を水平方向（Ｄ方向）に引き出すときに、後ローラ６４が前テ
ーパレール６３と衝突しないように、前ローラ６２，６２の左右幅Ｗ１と後ローラ６４，
６４の左右幅Ｗ２を変えて配置している。これは、紙幣収納体収容部３０をＤ方向に移動
させた場合に、後ローラ６４，６４が前テーパレール６３にぶつからないようにするため
である。
【００５８】
　図１２は、退避機構６０の他の実施の形態を示す図であり、図１０等と同一の部材には
同一の符号を付して説明する。
　この実施の形態では、紙葉収納体収容部３０を斜め下方に退避させてから水平方向に引
き出す際に、後ローラ６４が前テーパレール６３と衝突しないように、前ローラ６２と後
ローラ６４の上下方向（高さ方向）の取付位置を変えている。
【００５９】
　すなわち、図１２において、紙葉収納体収容部３０は、後ローラ６４の下端面が高さＨ
だけ下方に退避した位置から水平方向に引き出される。しかし、この実施の形態では、後
ローラ６４の高さ位置を変えているので、この高さ位置Ｈから紙葉収納体収容部３０を水
平方向に引き出しても、後ローラ６４が前テーパレール６３と衝突することはない。
【００６０】
　次に、フローティング機構７０について説明する。
　図１０に示したように、紙葉収納体収容部３０の側面には、本体フレーム７４（図８参
照）に固定されたガイド部材としてのガイドレール７１が水平方向（Ｄ方向）に延設され
ている。このガイドレール７１に、紙葉収納体収容部３０を支持するスライド部材として
のスライドレール７２が嵌合されている。
【００６１】



(9) JP 5280976 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

　フローティング機構７０は、このガイドレール７１と、該ガイドレール７１に摺動自在
に嵌合され緩和機構７３を介して紙葉収納体収容部３０を支持するスライドレール７２と
、を有している。紙葉収納体収容部３０は、この緩和機構７３によりスライドレール７２
に浮揚自在に支持されている。
【００６２】
　すなわち、紙葉収納体収容部３０は、上方に向けて何らかの付勢力が作用すれば、緩和
機構７３によって上方にスライド移動が可能であるが、下方には移動できないように支持
されている。詳しくは後述するが、この状態を浮揚自在と表現した。
【００６３】
　こうして、図１３に示すように、紙葉収納体収容部３０は、まず斜め下方（Ｂ方向）に
所定量退避移動され、さらにガイドレール７１に沿って水平方向（矢印Ｄ方向）に引き出
される。この引き出し時には、紙葉収納体収容部３０はスライドレール７２に支持された
まま、水平方向（矢印Ｄ方向）に引き出される。
【００６４】
　図１４に示すように、ガイドレール７１は、断面コ字状をなし、本体フレーム７４にボ
ルト７５で固定されている。また、紙葉収納体収容部３０を支持するスライドレール７２
は、Ｌ金具７６にボルト７７で固定されている。このＬ金具７６には、上下に延びるガイ
ドピン７８が植設されている。また、紙幣収納体収容部３０に固定された案内金具７９に
は、このガイドピン７８を摺動自在に案内する案内溝８０が形成されている。
【００６５】
　なお、本実施の形態では、Ｌ金具７６にガイドピン７８を植設し、案内金具７９に案内
溝８０を形成した場合について説明したが、これに限らない。例えば、案内金具７９にガ
イドピン７８を植設し、Ｌ金具７６に案内溝８０を形成してもよい。
【００６６】
　緩和機構７３は、このガイドピン７８と案内溝８０とを有している。この緩和機構７３
により、紙葉収納体収容部３０は上下に浮揚自在に支持されている。すなわち、紙葉収納
体収容部３０は、案内金具７９がガイドピン７８に沿って上下に摺動することで、案内金
具７９と一体に上下移動する。
【００６７】
　以上において、本体フレーム７４から紙葉収納体収容部３０を引き出すときには、まず
、退避機構６０を用いて紙幣収納体収容部３０を斜め下方（図１３のＢ方向）に退避移動
させる。次いで、紙葉収納体収容部３０をスライドレール７２を介してガイドレール７１
に沿い水平方向（図１３のＤ方向）に引き出す。
【００６８】
　この場合、図１３に示したように、紙葉収納体収容部３０は、スライドレール７２を介
してガイドレール７１に支持されたまま空中に吊り下げ支持された状態で引き出される。
このため、例えば下方の床面が一段低い段差８１（図１３参照）を有する場合であっても
、紙葉収納体収容部３０は衝突等することなく容易に引き出すことができる。
【００６９】
　こうして、作業員は紙葉収納体収容部３０を引き出してジャム紙幣を取り除くことがで
きる。このジャム処理の後、紙葉収納体収容部３０を本体フレーム７４に再び装着する。
この場合、紙葉収納体収容部３０を、スライドレール７２を介してガイドレール７１に沿
い、引き出し時と反対方向にスライド挿入する。
【００７０】
　やがて、挿入した紙幣収納体収容部３０が退避機構６０の前テーパレール６３及び後テ
ーパレール６５の前端に到達したら、さらに紙幣収納体収容部３０を傾斜面に沿って斜め
上方に押し上げるようにする。
【００７１】
　このとき、紙幣収納体収容部３０を引き出す時には、これを斜め下方に退避移動させた
分だけ、持ち上げなければならない。そこで、本実施の形態では、スライドレール７２に
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対し、紙幣収納体収容部３０の上方移動を許容するための緩和機構７３を設けたのである
。
【００７２】
　すなわち、図１５に示すように、紙幣収納体収容部３０を退避機構６０の傾斜面に沿っ
て押し上げるとき、紙幣収納体収容部３０と一体の案内金具７９が、ガイドピン７８に沿
って上方にスライド移動する。この場合も、スライドレール７２とガイドレール７１とは
、嵌合状態が維持されている。こうして、紙幣収納体収容部３０は、前テーパレール６３
及び後テーパレール６５の傾斜面に沿って上方移動していく。
【００７３】
　ここで、図１０に示したように、紙幣搬送部２０と紙幣収納体収容部３０との間には、
紙幣搬送部２０と紙幣収納体収容部３０との位置関係をロック又は解除するロック手段と
してのロックピン６１が出没自在に配設されている。
【００７４】
　そこで、紙幣収納体収容部３０が紙幣搬送部２０の下方に近接して対向配置された時点
で、例えば紙幣搬送部２０に設けられたロックピン６１を紙幣収納体収容部３０側に突出
させ、紙幣収納体収容部３０の位置決めを行う。これで紙葉収納体収容部３０の装着が完
了する。この紙葉収納体収容部３０の装着完了状態が、図１５の状態である。
【００７５】
　なお、このロックピン６１は、例えば不図示の操作ボタンの操作により出没自在に制御
されるようになっている。
　このように、本実施の形態によれば、退避機構６０とフローティング機構７０を用いて
、紙葉収納体収容部３０を斜め下方に退避移動させた後、さらに水平方向にスライドさせ
て引き出すことができるので、狭い作業スペースにおいてもジャム処理を容易に行うこと
ができる。
【００７６】
　次に、本実施の形態における紙葉取扱装置１０の基本動作を簡単に説明する。
　まず、入金取引時には、顧客により顧客操作部で入金取引が選択されると、カード挿入
取出口１５にカードが挿入され、その挿入されたカードの正当性が確認された後、紙幣投
入取出部１３への紙幣の入金が可能となる。
【００７７】
　この入金では、紙幣投入取出部１３のシャッタが開放されて（図１はシャッタが閉じて
いるときの状態）、顧客による紙幣投入取出部１３への紙幣の投入が可能な状態となる。
顧客が紙幣投入取出部１３に紙幣を投入し、投入が終了したことを、顧客操作部１２の表
示画面に表示されている所定の釦をタッチ操作して本体制御部３６に通知すると、シャッ
タが閉鎖される。
【００７８】
　続いて、いま紙幣投入取出部１３に投入された紙幣が、矢印ａ、ｈ、ｂ、ｃで示す順に
搬送路を搬送されて鑑別部２９に搬入される。紙幣は、鑑別部２９を通過しながら鑑別さ
れる。すなわち、紙幣の真偽、破損状況、汚れ状況、折れ曲がり状況、金種、表裏等、紙
幣の状態に対する鑑別が行われる。
【００７９】
　鑑別結果に異常がない紙幣は、矢印ｄ、ｅで示す順に搬送路を搬送されて一旦一次保留
部２７に積載される。そして、鑑別処理が終了し、一枚でも鑑別結果に異常があれば、一
次保留部２７から、矢印ｆ、ｈ、ｂ、ｃ、ｄ、ｗで示す順に搬送路を搬送されて、投入紙
幣全額が紙幣投入取出部１３に返却される。なお、この際、紙幣は鑑別部２９を通らずに
紙幣投入取出部１３まで搬送される。
【００８０】
　また、鑑別処理が終了し、一枚も鑑別結果に異常がなければ、一次保留部２７から、矢
印ｆ、ｈ、ｂで示す順に搬送路を搬送される。ここで、搬送中の紙幣が、５０００円又は
２０００円の紙幣であるときは、次回顧客へ払いだすリサイクル紙幣としては使えないリ
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サイクル不適格券であるので、例えば５０００円紙幣の場合は矢印ｎの搬送路から不適格
券収納部２２Ａに収納される。
【００８１】
　また、例えば２０００円紙幣の場合であれば、矢印ｎ、ｏで示す搬送路を通って不適格
券収納部２２Ｂに収納される。
　なお、不適格券収納部２２Ａ、２２Ｂに収納される紙幣を２０００円券、５０００円券
として説明したが、これに限らない。例えば、１００００円券を収納することも可能であ
り、運用に合わせて適時設定することも可能である。
【００８２】
　また、矢印ｆ、ｈ、ｂで示す搬送路を搬送中の紙幣が、最も多く取り引きされる１００
００円紙幣の場合は、次回顧客へ払いだすリサイクル紙幣として使用できる紙幣であるの
で、矢印ｃ、ｄ、ｉ、ｊで示す搬送路を経て紙幣カセット３２Ａに繰り込まれて積載され
る。
【００８３】
　また、紙幣カセット３２Ａが、本体制御部３６による紙幣出入りの演算によって、紙幣
が満杯であることが判明しているときは、さらに矢印ｋで示す搬送路上を搬送されて、隣
の紙幣カセット３２Ｂに繰り込まれて積載される。
【００８４】
　なお、一例として、紙幣カセット３２Ａ、紙幣カセット３２Ｂで説明したが、これに限
らない。運用に合わせて紙幣カセット３２を選択することも可能である。
　なお、本実施の形態では、紙幣カセット３２Ａ及び紙幣カセット３２Ｂを１００００円
紙幣の積載用とし、紙幣カセット３２Ｃ及び紙幣カセット３２Ｄを１０００円紙幣の積載
用とし、紙幣カセット３２Ｅ及び紙幣カセット３２Ｆは、装置の後方から出し入れが簡便
な予備用紙幣カセットとしている。
【００８５】
　予備用紙幣カセットへの繰り込み積載は、矢印ｎ、ｏ、ｐ、ｓで示す搬送路を経て紙幣
カセット３２Ｆに、又は矢印ｎ、ｏ、ｐ、ｔで示す搬送路を経て隣の紙幣カセット３２Ｅ
に繰り込まれて積載される。
【００８６】
　ここで、例えば受渡し搬送路２１’と紙幣カセット３２との間の紙幣の受け渡しで、ジ
ャムが発生した場合、アラームが作動する。このとき、図９に示すように、受渡し搬送路
２１’のローラ対１８Ａ，１８Ｂと紙幣カセット３２のローラ対１９Ａ，１９Ｂとに跨っ
て紙幣がかみこんだ状態となる。よって、このままでは、紙幣カセット３２を水平方向に
引き出すことができなくなる。
【００８７】
　そこで、図１０において、オペレータは、まずロックピン６１を解除し、紙葉収納体収
容部３０を紙幣搬送部２０に対して退避機構６０を用いて斜め下方（図１０のＢ方向）に
退避移動させる。
【００８８】
　この紙葉収納体収容部３０の斜め下方移動により、紙幣搬送部２０と紙葉収納体収容部
３０（紙幣カセット３２）とに跨ってかみこんでいたジャム紙幣は離脱される。次いで、
紙葉収納体収容部３０を、スライドレール７２を介してガイドレール７１に沿って水平方
向に引き出す。こうして、ジャムが発生した紙幣を抜き取ることができる。
【００８９】
　その後、紙葉収納体収容部３０をフローティング機構７０を利用して逆方向にスライド
させ、元の位置に復帰装着する。
　また、出金取引時には、顧客により顧客操作部１２で出金取引が選択されると、カード
挿入取出口１５にカードが挿入され、さらに顧客操作部１２の表面画面から暗証番号が入
力され、カード及び暗証番号の正当性が確認されると、顧客によって指定された金額の紙
幣が、複数の紙幣カセット３２のいずれかの紙幣カセット３２から紙幣投入取出部１３に
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払い出される。
【符号の説明】
【００９０】
１０　　　紙葉取扱装置
１２　　　顧客操作部
１３　　　紙幣投入取出部
１４　　　硬貨投入取出部
１５　　　カード挿入取出口
１６　　　通帳挿入取出口
１８Ａ，１８Ｂ　　ローラ対
１９Ａ，１９Ｂ　　ローラ対
２０　　　紙幣搬送部
２１　　　主搬送路
２１’　　　受渡し搬送路
２２　　　不適格券収納部
２３　　　紙幣通過検知センサ
２４　　　紙幣有無検知センサ
２５　　　搬送路切替器
２６　　　搬送路切替器
２７　　　一次保留部
２８　　　センサ出力検出部
２９　　　鑑別部
３０　　　紙葉収納体収容部
３１　　　搬送機構
３２　　　紙幣カセット
３３　　　リジェクト部
３４　　　回収機構
３６　　　本体制御部
３７　　　ＲＯＭ
３８　　　ＲＡＭ
３９　　　ＨＤ
４０　　　ＦＤ
４１　　　カードリーダイメージプリンタ部
４２　　　通帳プリンタ部
４３　　　顧客操作制御部
４４　　　搬送制御部
４５　　　カードリーダ部
４６　　　カードエンボス読取部
４７　　　プリンタ部
４８　　　カラーディスプレイ
４９　　　タッチパネル
５０　　　主搬送路部
５１　　　カセット部
５２　　　電源
５４　　　ＭＰＵ
５５　　　搬送モータ部
５６　　　ゲートマグネット部
５７　　　パルスモータ部
５８　　　ＤＣモータ部
６０　　　退避機構
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６１　　　ロックピン
６２　　　前ローラ
６３　　　前テーパレール
６４　　　後ローラ
６５　　　後テーパレール
７０　　　フローティング機構
７１　　　ガイドレール
７２　　　スライドレール
７３　　　緩和機構
７４　　　本体フレーム
７５　　　ボルト
７６　　　Ｌ金具
７７　　　ボルト
７８　　　ガイドピン
７９　　　案内金具
８０　　　案内溝
８１　　　段差

【図１】 【図２】



(14) JP 5280976 B2 2013.9.4

【図３】 【図４】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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